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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案要綱 

 

１ 総則 

（１）目的 

 この法律は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関す

る事項を定めることを目的とする。 

（第 1条関係） 

（２）名称 

 この法律及び独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される

独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とする。 

（第 2条関係） 

（３）機構の目的 

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」という。）は、日本郵政公社から

承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、

もって郵政民営化に資することを目的とする。 

（第 3条関係） 

（４）その他 

 機構の事務所及び資本金について所要の規定を設けるものとする。 

（第 4条、第 5条関係） 

２ 役員及び職員 

（１）役員 

 機構に、役員として、その長である理事長及び監事 2人を置くとともに、理事 1人を置くことが

できるものとする。 

（第 6条関係）  

（２）理事の職務及び権限等 

 理事の職務及び権限等、役員の任期、役員の欠格条項の特例、役員及び職員の注意義務及び秘密

保持義務について所要の規定を設けるものとする。 

（第 7条-第 11 条関係） 

（３）役員及び職員の地位  

 役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす

ものとする。 

（第 12条関係） 

３ 業務 

（１）業務の範囲 

① 機構は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 

イ 廃止前の郵便貯金法等の規定により郵便貯金の業務を行うこと。 

ロ 廃止前の簡易生命保険法等の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。 

ハ イ及びロの附帯業務を行うこと。  

② 機構は、①の業務のほか、その目的を達成するため、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金

融公庫の委託を受けて、教育積立郵便貯金の預金者からの貸付けの申込みの受理及び貸付金の

交付に関する業務を行うこと及びその附帯業務を行うことができるものとする。 
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（第 13条関係） 

（２）中期計画の記載事項  

 機構は、中期計画に、郵便貯金資産の運用計画、簡易生命保険資産の運用計画等を定めるものと

し、その運用計画を定めるに当たっては、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の適正かつ

確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めな

ければならないものとする。 

 （第 14 条関係） 

（３）郵便貯金管理業務 

 機構は、総務大臣の認可を受けて、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の

一部を委託することができるものとするとともに、委託を受けた者は、機構の同意を得て、委託を

受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができるものとし、当該再委託を受けた

者についても同様とするものとする。 

（第 15条関係） 

（４）簡易生命保険管理業務 

① 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社を相手方として、再保険契約を締結するこ 

とができるものとする。 

② 再保険契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、

再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の

総財産の上に先取特権を有するものとする。 

③ 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社その他の者との契約により当該者に簡易生

命保険管理業務の一部を委託することができるものとするとともに、委託を受けた者は、機構

の同意を得て、委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる

ものとし、当該再委託を受けた者についても同様とするものとする。 

（第 16条-第 18 条関係） 

４ 財務及び会計 

（１）区分経理  

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれに定める勘定を設けて整理しなければな

らないものとする。 

① 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 

② 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 

（第 19条関係） 

（２）政府保証 

政府は、次に掲げるものに係る機構の債務を保証するものとする。 

① 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払 

② 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払 

（第 20条関係） 

（３）簡易生命保険価格変動準備金等  

機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金、簡易生命保

険責任準備金及び簡易生命保険支払備金を積み立てなければならないものとする。 

（第 21条、第 23 条、第 24 条関係） 

（４）簡易生命保険責任準備金の算出方法書  



 - 3 -

機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならな

いものとする。 

（第 22条関係） 

（５）利益及び損失の処理の特例等 

  利益及び損失の処理の特例等所要の規定を置くものとする。 

（第 25条関係） 

（６）長期借入金 

 機構は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認

可を受けて、長期借入金をすることができるものとするとともに、毎事業年度、長期借入金の償還

計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならないものとする。 

（第 26条、第 27 条関係） 

（７）郵便貯金資産の運用  

① 機構は、預金者貸付け、国債等の債券の売買、金融機関への預金等の方法による場合を除く

ほか、郵便貯金資産を運用してはならないものとする。  

② 機構は、金融機関への預金の方法により郵便貯金資産を運用するときは、原則として担保を

徴しなければならないものとする。 

（第 28条関係） 

（８）簡易生命保険資産の運用  

 機構は、保険契約者貸付け、有価証券等の売買、金融機関への預金等の方法による場合を除くほ

か、簡易生命保険資産を運用してはならないものとする。 

（第 29条関係） 

（９）運用に係る制限 

 機構は、地方債等の有価証券を郵便貯金資産又は簡易生命保険資産をもって取得するときは、応

募又は買入れの方法により行わなければならないものとする等所要の制限を設けるものとする。 

（第 30条関係） 

５ 雑則 

（１）報告及び検査 

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、業務の委託を受けた者又は再

委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又は立入検査をすることができ

るものとする。 

（第 31条関係） 

（２）特に必要がある場合の総務大臣の要求  

総務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要

があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措

置をとることを求めることができるものとする。 

（第 32条関係） 

（３）主務大臣等  

機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総

務省令とするものとする。 

（第 34条関係） 

６ 罰則その他 
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罰則その他所要の規定を設けるものとする。 

（第 33条、第 35 条-第 39 条関係） 

７ 附則 

（１）施行期日 

 この法律は、一部を除き、郵政民営化法の施行の日から施行するものとする。 

（附則第 1条関係） 

（２）業務の特例  

 機構は、3(1)の業務のほか、当分の間、廃止前の郵便振替法等の規定により外地郵便振替貯金等

の業務を行うことができるものとする。 

（附則第 2条関係） 

（３）政府保証 

 政府は、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る機構の債務を保証するものとす

る。 

（附則第 3条関係） 

 


